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むすびに代えて

はじめに

最近，日本の会社主義に対する関心が強まっ

ている。この場合の会社主義とは，日本企業の

対外競争力を支えているといわれる，従業員の

会社への強い結集力を指しているようだ。わが

国の巨大企業を中心にした株式の相互持合いに

注目して，個人株主に対する，従業員との関係

で，あるいは取引関係において，会社の自立化

を見出す，いわゆる「法人資本主義」論も近年

あらためて盛り上がりをみせている況このよ

うな問題の広がりに合わせて，われわれも「法

人資本主義」を会社の，株主や経営者，従業員

からの相対的自立化， といった緩やかな規定で

理解したい2)。法人資本主義を株式の会社間持

合いを基盤とする日本会社主義に限定しないた

1) 例えば，間宮陽介『法人企業と現代資本主義』

(1993年），日本経済新聞社編『私の資本主義論』

(1993年），季刊『窓』第12号「特集揺れる日本の
会社」 (1992年 6月），『現代思想』第21巻第13号「特
集法人資本主義」 (1993年12月）など。
2) このような緩やかな法人資本主義理解は，最近で

は，上掲・間宮25頁にも見受けられる。
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めである。いずれ会社主義に考察を進めなけれ

ばならないにしても，議論に広がりをもたせ，

日本の特殊性に止まらない，現代資本主義のひ

とつのパターンとして措定したいと考えている

からである。

実はわれわれはこれまでにも「資本物化」と

いう観点から法人資本主義の解明を試みた富森

虔児や柴垣和夫の論稿を検討してきた3)。彼ら

の場合には，「資本物化」の概念規定が不明確な

ために，所有も資本家人格も曖昧な規定に止ま

り，したがって会社自立化の論理が明らかにさ

れていないことを確認したつもりである。これ

までの考察では会社自立化を専ら資本家人格と

の関連で捉えたのに対し，ここではより広く資

本家人格（および所有）を成り立たしめる社会

編成とのかかわりで考察してみたい。そこで，

本稿では，これまでの考察に立脚して，まず法

人資本主義分析にとって「資本の物化」，「資本

の人格化」，あるいは所有に明確な概念規定を与

えることがなぜ必要なのかをあらためて確認し

(-), 次いでそれらの諸概念をその基盤となる

社会編成との関連で規定し直すと同時に，社会

編成の変化がそれら諸規定に如何なる影響を及

ぼすかを検討したうえで（二），今日の法人資本

主義の中にその変化を具体的に見出して，会社

3) 拙稿 [4], [5] 
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自立化の意味を考察することにしたい（三）。

問題の所在

(1) 法人資本主義と「資本の物化」 会社

自立化の論理

法人資本主義論は，経営者支配現象を，所有

ないし資本の規定力の後退によってではなく，

事業法人ないし機関投資家による株式所有の増

大という事実に着目しつつ，会社を中心に所有

ないし資本の論理が貫徹する形態として位置づ

けようとする試みである 4)。資本の論理の貫徹

ないし会社自立化を説くに当たっては，しばし

ば「資本の物化」ないし「資本の人格化」概念

が援用されている。

例えば，富森虔児は現代資本主義を規定する

経済的土台の変化を「＜金融資本〉の蓄積構造の

変質」（富森[1 ] , 25頁）に求め，その内容と

して会社形態が本来有する会社資本の個人資本

からの自立化傾向の高度な発展を挙げ，これを

「資本（家）の物化」5)と規定する。前期的会社

形態に始まって，株式会社においても，私募会

社化，公募会社化，自己金融化，機関株主化，

機関株主の支配中核株主化という流れのうちに

「資本における個人（所有）性の止場」が進行

する。他方，資本家は，必ずしも自然人ではな

く，資本の人格化にすぎない存在であって，今

や「資本の物化の極限化」として「会社それ自

体」が資本家になっており，経営者がその支配

4) 「一方における所有に基づかない経営者の支配，

他方における所有に基づいた個人大株主の支配と

いう二つの議論に対して，法人資本主義論は法人所

有に基づいた経営者による支配ということを主張

する」（奥村[1], 68頁）。
5) 富森は資本における個人（所有）性の止揚（過程）

を「資本の物化」と呼んでいたが（富森[1 ] 
[ 2])'「資本家の物化」の方が内容をより直裁に表
わすとして表現を改めた（富森[3], 19頁）。

第 59巻第5・6号

を代行する限りで経営者支配も成立する，とい

う。すなわち「資本（家）の物化」あるいは会

社「資本における個人（所有）性の止場」が進

めば，資本の原理ないし利潤原理は純化するが，

このことが「利潤追求のエキスパートとしての

経営者支配」（同22頁）を必然化せしめる，と。

このように富森は「資本（家）の物化」を会社

自立化の直接的契機と理解している。

柴垣和夫は，法人資本主義現象を，経営者支

配問題，自己金融化現象，現代的労使関係と並

ぶ，国家独占資本主義の下における支配的資本

たる金融資本の態様変化のひとつとして位置づ

ける。柴垣の場合，法人資本主義現象とは端的

に会社間の株式持合いを意味する。会社間の株

式持合いは「現代資本主義＝国家独占資本主義

のもとにおいて支配的資本はいぜんとして金融

資本であるといっても，その支配の人格的主体

は何かという問題」（柴垣[1 J前編， 250頁）

を浮かび上がらせる 6)。「具体的には，法人資本

主義のもとにおける資本家＝金融資本家とは誰

か」（同上）が問題になる。これに対する柴垣の

解答は次の如くである。今日では経営者が，株

式の会社間持合いを基礎に，資本の価値増殖機

能を担い「資本の人格化」としての資本家にな

っているにもかかわらず，「資本物化」により，

三位一体的定式にみられるように，単なる貨幣

資本家が資本家であるかのように現れ，階級関

係が隠蔽されている。つまり，柴垣の場合には，

「資本物化」は，会社自立化の契機としてでは

6) 柴垣は「会社それ自体」が資本家になるという見

解にも否定的である。ここにいう「人格は法人では

なくて自然人」である。「＜会社それ自体〉がく資本〉

だというのであれば，会社は利潤の追求機関である

からわからないではないが，それがく資本家〉だと

いうのは，何としても言い過ぎだろう。資本家とい

うのは，当然自然人を対象とした概念だというほか

ないからである」（柴垣[4], 60頁）。
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なく，法人資本主義において成立する経営者支

配の本質を隠蔽する要因として理解されてい

る鸞

「会社それ自体」論で知られる北原勇は，今

日の巨大企業においては支配的大株主を認める

のは困難であるという認識のもとに，いわゆる

「経営者支配」現象を認めたうえで，それを「所

有と支配の分離」ではなく，むしろ「会社それ

自体」を所有者とし，さらに株主，経営者をも

加えた「所有と支配」の重層的構造の中に位置

づけ，経営者支配はむしろこの現代的な「所有

に基づく支配」の現象形態にすぎないと主張す

る8)0

このような立論を支えている論点は大まかに

言って 3つある。

まず，支配は，所有に基づくとはいえ，必ず

しも排他的ではなく重層的な構造をなす， とい

う理解である。すなわち，資本主義的生産様式

7) 柴垣によれば，この隠蔽作用は国家独占資本主義

に適合している。「これまでの研究史は，国家独占資

本主義が資本＝賃労働の非和解的な階級関係を経

済的・政治的・社会的に緩和するものとして登場し

てきたことを，国家機能の側面から明らかにしてき

た。このこととの関連でいうならば，．．．．右のよう

なフェティシズムの現実化は，金融資本の具体的態

様自身のなかに階級関係隠蔽機構をつくりだした

ものとして，国家独占資本主義に適合的な意義をも

っ， ということができるのではなかろうか」（柴垣

[ 1 ]後編， 266-7頁）。
8) 北原は，現代資本主義を規定する構造的諸特徴の

うち「所有と支配」に関する現代的特徴を， (a)巨大

独占企業における株式所有と経営・支配との分離

（いわゆる「経営者支配」＜マネジメント・コントロ

ール〉， (b)経済への国家の介入， (c)個別大企業の経営

政策の決定や国家の政策決定への労働者組織の「参

加」， (d)労働者大衆の生活状態の改善，の4点におい
て捉え，これらはいずれも「資本家による生産諸手

段の私的所有とそれにもとづく権力＝支配」に対す

る一定の侵害・規制であり，それゆえ後者に依拠す

るマルクス経済学の基本命題―生産過程におけ

る資本の専制的支配，資本家と労働者の二大階級の

対抗，資本家階級による国家権力の掌握，そして「所

有＝権力」関係の根本的変革にもとづく社会主義体

制への移行の必然性ーーに根本的な疑問を投げか

けている，という。さらに，そのうち， (a)は生産諸

手段の資本家的所有そのものにおけるいわば内的

においては，支配の中心的内容は労働者に対す

る支配であり，支配の根拠は所有にある。しか

しながら，排他的所有権といえども，自然法則

や経済法則の支配を被っている以上，絶対無制

約なものではない，という 9)0 

第2に，「資本の人格化」規定である。資本主

義的生産様式においては，「支配の真の主体，運

動の真の主体は資本であって企業家＝資本家は

この資本の人格化されたもの」（北原， 73頁）に

すぎない，という。

第 3に，実質的所有という概念である。すな

わち，「結合資本における出資者の所有（権）の

実質」（同96頁）を，出資払戻しの可否，会社の

意思決定や企業管理に対する出資者各人の意思

の反映可能性，企業利益の取得可能性に求め，

それらを基準に株式会社を観れば，出資者にと

って持分の払戻しを要求できず，株主総会を通

して間接的にしか会社経営をコントロールでき

ないうえに，内部留保の必然性を有するなど，

出資者たる株主の所有の実質が一部失われてい

ることは明らかである，という 10)。そして，この

「株主の所有から欠落した実質は，他の誰にで

もなく，法形式上の企業資産の直接的所有者た

る会社自体に移る以外にはない」（同100頁） 11) 0 

な変化であって，経済関係に一定の変化をもたらす

ものとして重視されなければならない，もっとも基

本的な特徴である。これに対して他の諸現象は(a)の

変化に規定されつつ生じた，所有に対する外からの

介入・干渉とその結果というべきものである，と（北

原序章）。

9) 北原序章。さらに，支配を制約とコントロールの

2類型に分けて理解している。
10) 北原第3章第2節。この点は，富森が，企業形態
の発展を「資本における（個人）所有性の止揚」過

程として捉え，これを「資本の物化」と捉えたこと

と類似している。

11) 北原が経営者支配を「会社それ自体」による「所

有に基づく支配」の現象形態と位置づけるときの，

「会社それ自体」による所有とは，第一義的には，

株式会社が他社の株式を所有するということでは
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もちろん，株主の所有が全く無力なわけでもな

ぃ12)。したがって，「株式会社においては，現実

資本・企業資産にたいする所有は，＜会社それ自

体〉による直接的所有と株主による間接的所有

とへ分裂し二重化する。この分裂において，そ

れぞれの所有が一定の実質をふくむがゆえに，

単独では完全な資本所有とはなりえない。両者

が相補い重層的に合体してはじめて一つの完全

な資本所有となる」（同112頁）。「株式会社にお

いては，さまざまな所有主体が重層的構造の中

に位置を占めながら，その所有にもとづく支配

力を行使する。／そのばあい，＜会社それ自体〉

は直接的所有の主体であるがゆえに，支配にお

いても唯一の直接的支配主体であって，会社以

外の諸主体はこの会社による支配をつうじての

み自己の意思を貫徹するという構造になってい

る」（同118頁） 13)。

以上が北原「会社それ自体」論の骨子である。

もちろん，北原の関心は「所有と経営の分離」

の現代的意義にあり，今日の経営者支配につい

ても，その成立が「会社それ自体」における所

有の実質を一層豊富化させると説いている 14)。

しかしながら，「会社それ自体」成立の理論上の

説明は以上で終わっている。つまり，北原の場

合，「資本の人格化」概念が立論の柱として援用

されているものの，「資本の物化」や所有との関

連にまで考察は及んでいない。

なく，ここに見るように，株主の所有の実質が喪失

し，その分だけ，法律上のことにすぎなかった，会

社の所有主体性が実質化する，という意味である。

この点は既に奥村[2 Jが指摘している。
12) 「会社自体の所有の実質的内容がいかに増大する

かは，さまざまな条件による」（北原102頁）とし

て，株式所有分散化の度合によって中心権力の所在

が多様であることを例示している。

13) 「株式会社における＜支配〉は，間接的な所有主体
である株主による＜制約〉と，直接的な所有主体た

る＜会社それ自体〉によるコントロールとに分裂す

ることになる」（同120頁）。

第 59巻第5・6号

(2) その問題点

上に挙げた法人資本主義論はいずれも，株式

所有の機関化・法人化，あるいは端的に株式の

持合いという事実を踏まえながらも，なんらか

の形で「資本の物化」ないし「資本の人格化」

規定を援用することによって，会社の自立化を

主張している。

もちろん，そうではない立論も見受けられる。

法人資本主義論の喝矢ともいうべき奥村宏の所

説がそうである。彼の唱える「会社本位の体系」

は，経営者支配が会社間の株式相互持合いに基

づく相互信認・相互支配によって成り立ってい

るということから直裁に導き出され，「資本の物

化」概念は前面に出てこない。しかしながら，

そのためにかえって「会社本位の体系」の必然

性は明らかではない。株式持合いを基盤とする

相互信認によって経営者支配が成立したとして

も，果してそれが単なる経営者支配論に止まら

ず，彼のいう「会社本位の体系」に結びつくの

か，という疑問は残るのである。

例えば，彼によれば， 1960年代の資本自由化

への対応策として株式の相互持合いが推し進め

られたという。それは事実であるが，それだけ

では，何故に株式を持合ってまでも株式会社を

14) 株式分散化，複雑多様な経営管理機能の必要性に
よってマネジメント・コントロールが成立するが，

マネジメント・コントロールの成立にともなって巨

大会社の個々の株主達から失われる力は，上の構造

により，「すべてこのく会社それ自体〉に移転・凝集」

（同191頁）する。したがって，「マネジメント・コ

ントロールとは，実は，この実質的所有主体として

成熟した＜会社それ自体〉による会社資産→現実資

本（＝生産諸手段と労働力，および両者の結合）に

対するコントロールの現象形態にほかならない」

（同上）。それゆえ，「マネジメント・コントロール

型の巨大企業で行なわれているのは，．．．．＜会社そ

れ自体〉がその資本所有にもとづく支配力の行使

を，経営組織に媒介・代行させている姿にほかなら

ず，・…所有ときりはなされたコントロールではな

く，まさに所有にもとづくコントロールなのであ

る」（同192頁），と。
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外資から守らなければならないのか，国民感情

は別として，経済の論理としては明らかでない。

言い換えると，奥村の立論では会社の主体化・

自立化が所与の前提とされているのである。

その弊害は小さくない。会社自立化の論理が

欠落している，あるいは弱いからこそ，自立化

の内容は恣意的になる。例えば，「法人そのもの

は意思も行為能力もないから，それを代表する

自然人が必要になってくる」が，会社は自然人

と違って死なないので，「抽象的な不死の存在と

しての会社への忠誠はそれだけ強固なものにな

る」（奥村[1],174-5頁）。あるいは，「代表取

締役という制度は本来，決定と執行という職能

上の区別をするために導入されたのだが，日本

ではこれが（執行機関としての役員の 引用

者）身分上の区分になってしまった。要するに

取締役の中で偉い人が代表取締役になるという

ことになったのである」。ところがそのため「本

当に会社を代表するのはだれか」がわからなく

なる。「代表権を持つかどうかの区別なく，すべ

ての取締役が会社を代表していると同時に，だ

れも代表していないということになる。身分と

いう以上，会長，社長，副社長，専務，常務と

いうように一直線につながっており，身分の上

の人が代表権を持つというのだから，どこから

が偉い人で，どこからが偉くない人という区別

はできない。．．．．こうなれば代表取締役だけで

なく，すべての取締役が会社を代表していると

いうことになり，さらに偉くなれば取締役にな

るのだから従業員も会社を代表しているという

ことになる。．．．．このような全員が会社を代表

するという観念，それこそは法人資本主義の神

髄」（同177-8頁）である 15), と。

以上，奥村の立論からわかるように，「資本の

物化」ないし「資本の人格化」概念を媒介とし

ないで，専ら株式持合いという事実から直裁に

「会社本位の体系」を説こうとすれば，両者の

懸隔を埋めるものとして経済外的な論理，日本

の風土あるいは日本人の精神性の介在を招くこ

とになる。やはり会社の自立化を説くには「資

本の物化」という論理が必要とされるのではな

いだろうか。

ところが，従来の法人資本主義論は，「資本の

物化」規定を援用しながらも，「資本の物化」と

会社自立化との関連が明確ではなかった16)。

まず第 1に，「資本の物化」に関しては，その

内容が十分に検討されないままに便宜的に用い

られていて，資本主義にとっての必然性が明ら

かにされていない。

富森の場合には，株式会社の本来的に有する

「資本の二重化」が「資本の物化」と名付けら

れているにすぎないし，柴垣は「資本の物化」

を商品経済の論理で捉えていたと言ってよいが，

擬制資本の成立によって，三位一体的定式にみ

られるように，貨幣資本家が資本家であるかの

如く映るという階級隠蔽作用ないし意識作用と

して「資本の物化」を規定するに止まっている。

そのような形式的規定から会社の自立化（富森

のいう「資本家の物化」）や経営者支配の確立（柴

垣によれば経営者が資本家であることの隠蔽）

が導き出されている。しかし，原理的な「資本

の物化」規定の単直線的発展の上に今日の法人

資本主義が位置づけられると，「金融資本の態様

変化」というせっかくの発展段階論的な視角も

活きてこない。

15) 奥村は，このような「無責任経営」が「会社のた

めに」という名目の下に企業犯罪や公害を惹き起こ

すとして，最終的には株式会社に代わる「人間の顔

をした企業」を提唱している（奥村[1]'第 6
章）。

16) 拙稿 [4],[5]参照。
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同じことは資本家人格の規定についても言え

る。すなわち，第2に，「資本の物化」の検討が

不十分なために，「資本の人格化」と「資本の物

化」との関連も曖昧になり，したがって資本家

規定も機械的かつ便宜的なものに止まっている。

例えば，なぜ会社が資本家だと言えるのか。

もともと資本家とは資本の人格化にすぎず，

自然人でなければならない謂れはない。しかも

企業形態の発展のうちに進行する「資本家の物

化」ないし「資本の二重化」は会社「資本にお

ける個人（所有）性の止場」を意味し，その極

限には文字通り資本家が物化し，会社が資本家

になる事態，法人資本主義が出来する（富森）。

あるいは結合資本，特に株式会社においては出

資者が所有の実質を一部喪失し，その分がもと

もとは法律上の所有主体にすぎなかった会社に

移行する（北原）。

あるいは，なぜ経営者が資本家となるのか。

本来，資本は価値増殖の運動体であって所有

することはできない。むしろ資本家とは「資本

の人格化」，つまり資本の機能の担い手であるに

すぎず，今日では価値増殖機能を担う経営者こ

そ資本家である（柴垣）。

ここには資本家概念の素朴な信仰，無批判的

な受容が認められる。資本の所有者が資本家で

ある，あるいは資本家とは価値増殖機能の担い

手である，という素朴な理解がそれである。

まず，資本家を所有によって規定する，いわ

ば「資本家の形態規定」は，貨幣資本ないし生

産手段を所有する者を生産過程における価値増

殖を支配する者と同一視できるのはなぜか，そ

の論拠を示してくれない。他方で，資本家を機

能によって規定する，いわば「資本家の実体規

定」は，所有ないし資本概念を媒介せずに剰余

価値取得者ないし生産過程支配者を特定できる

第 59巻第5・6号

のであれば，そもそも資本ないし資本家を規定

する意義があるのかという疑問を喚び起こす。

このように，資本家の形態規定と実体規定と

は一見対照的ではあるものの，資本ないし資本

家にとっての，形態と実体との関連，支配と所

有の関連を不問に付すことで成り立っていると

いう点では同質なのである。これは言い換える

と，資本家規定における「形態と実体の乖離」，

「所有と支配の分離J症候群といってよい。こ

の点は第3の問題点にも結びつく。

すなわち，所有概念ないし「所有に基づく支

配」命題を無批判的に受け容れていて，資本主

義におけるその意義を不問に付している。

富森や北原は，あくまで「所有に基づく支配」

の構固に固執し，株式会社における「個人（所

有）性の止場」あるいは株主の所有実質の喪失

を基本的要因とし，さらに株式所有の分散化な

いし機関化を媒介的要因として，会社を資本所

有者たる資本家に仕立て，経営者支配も会社を

主体とする「所有に基づく支配」の現象形態に

すぎないと主張する。逆に，柴垣は，私的所有

は資本以前の単純流通と結びついた概念であっ

て資本を規定するものではなく，またそもそも

「自己増殖する価値の運動体」である資本を所

有することはできないとして，会社支配の問題

への所有論的アプローチには否定的な態度をと

る17)。

これは両者の資本家規定に照応する。「資本家

17) 「資本ないし資本家による支配といえば所有に基

礎をおいた支配だけだと考えるのが誤まりなので

ある」（柴垣[1 ]後編， 265頁）。もちろん柴垣も法

人資本主義分析における所有の意義を全く否定し

ているわけではない。むしろ株式の会社間相互持合

いが，経営者に相互信認を与え経営者はその地位を

基礎に資本家となっていること，および企業結合に

よる経済力集中の機能を果たしていることを指摘

している。拙稿 [5]- (3)参照。
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の形態規定」は，所有に着目さえすれば支配関

係に辿りつくという前提に立っているのであり，

「資本家の実体規定」は，支配に結びつく限り

でしか所有を評価できないのである。

「所有に基づく支配」を所与の前提にしてい

る限り，一方では，所有と支配とを同一視し，

個人大株主探しに躍起になるか，それが果たさ

れなければ，それ以外のもの，会社を所有者に

仕立てることになる。他方では，支配に結びつ

かない所有は顧みられず，機能にのみ着目して

資本家を認定することになる。しかし，前者の

場合には，なぜ所有が支配に結びつくのかは不

問に付されたままである。また後者の場合には，

所有とは支配の単なる表象なのか，つまり一般

に支配の権原として所有が求められるのはなぜ

か，に答えようとしない。支配が所有に媒介さ

れる機構を検討しないまま，所有を以て支配を

語り，あるいは所有を素通りして支配を見る。

いずれも資本所有が支配の権原として現れる法

物神に囚われた見解なのである 18)0 

(3) 「資本の物化」概念再検討の必要性

以上，従来の法人資本主義論では，「資本の物

化」概念が欠落している場合は当然として，「資

本の物化」概念を援用している場合でも，その

内容規定あるいは必然性が明確でないために，

資本家規定は，したがって会社自立化の契機と

メカニズムも遂に明らかにされないままであっ

た。

では，どのようにすればよいのだろうか。

ここで「資本の物化」規定の意義を振り返っ

18) 浅見克彦は，旧ソビエト連邦における所有理論の

辣み合いー一「生産関係の基礎」説と「生産関係の

総体」説—をブルジョア社会の物象化構造に対す
る無理解の現れとして位置づけている。

てみたい。「資本の物化」規定が欠如すると，奥

村のように，株式持合いという事実から直裁に

会社自立化を導出しなければならなくなる。そ

こで，会社は不死であるという法人一般の特性

から会社への絶対的忠誠が導き出されたり，ぁ

るいは取締役と業務執行役員との区別が曖昧で

あるという特殊日本的事情を根拠に代表一責任

観念が希薄となり「会社のため」を口実にした

企業犯罪が後を断たないと説く。つまり，制度

的，経済外的要因に頼らざるをえなくなるので

ある。

そこで，経済の論理，資本の論理を媒介にし

た会社自立化の説明が求められた。「資本の物

化」概念の援用にはそのような理論的意味があ

ったはずなのだが，残念ながら論者にはその自

覚が欠けていたのである。株式会社一般に認め

られる「資本の二重化」を「資本の物化」だと

理解したり．，「資本の物化」を文字通り資本家の

非人格化（法人化）と解釈する。あるいは物化

から本質隠蔽作用しか汲みとろうとしない。ま

た「資本の人格化」規定はちゃっかり援用する

が，「資本の物化」との関連は不問に付す， とい

った具合であった。

したがって，会社自立化の必然性を追究する

ためには，「資本の物化」の論理を明らかにしな

ければならないのは当然であるが，その場合，

ポイントになるのは，物化を商品経済に内在的

な論理で説くということであり，また「所有に

基づく支配」を所与の前提にするのではなく，

商品経済においては支配が所有に媒介されざる

をえないメカニズムを明らかにすることであり，

そして，そのメカニズム内の存在として資本家

を措定するということである。それを前提にし

て初めて「経営者支配」現象，あるいは会社の

個人株主からの自立化現象について語りうるの
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である。

われわれが所有なり資本家なりに興味を抱く

のも決してレッテル貼りをしたいからではない。

確かに所有（形態）にさえ着目すれば支配関係

（実体）が明らかになるというのであれば，そ

れは顛倒した見方と言うべきであろう。しかし

逆に支配関係さえ着目すればよい，言い換える

と支配はそのまま現象するというのであれば，

資本および資本家規定の理論的意義はなくなる

が，それは没歴史的な見方だといわざるをえな

い。予め断っておけば，生産過程における支配

関係（実体）も資本の所有（形態）によるもの

とする媒介性にこそ，資本主義における支配の

特質が存するのであり，この媒介性のあり方こ

そ資本主義の現代性を表わしているのである。

今日における「資本家のいない資本主義」とい

われる事態の意義もこの点の理解にかかわる。

所有や資本家を常識的に受け容れ，支配と等置

された所有や所有の衣を脱いだ支配に直接アプ

ローチしたところで，その資本主義における意

義など理解されるはずもないわけである。

—·資本物化と人格

(1) 所有と人格の原理的規定

「資本の物化」と人格の関連について，われ

われは既に次の 3点を確認している 19)0 

第1に，物化の規定要因は商品流通にある。

商品経済においては人と人との関係が直接取

り結ばれずに，物（商品一貨幣）を介した，物

と人との関係として現象し，また現実に各個人

の経済活動の社会的規制も，市場外の要因（政

治，宗教等）によって人為的になされるのでは

19) 拙稿[4 J二，[5 J二参照。

第 59 巻第 5• 6号

なく，物（貨幣）を介してしか行なえなくなる。

これが商品経済に固有の「物神性」である。さ

らに諸資本の競争過程で剰余価値が利潤，利子，

地代に分化してゆき，価値の自己増殖体であり

背後に生産過程を擁する資本も，単にその所有

によって利潤を齋すものとして取り扱われるに

至る。これが「資本の商品化」であり，「資本の

物化」であった20)。

これは，富森のように「資本物化」を「資本

の二重化」として表層的に理解しているのとは

対照をなす。物化を商品流通に規定されたもの

に限定しない限り，資本主義におけるその必然

性が明らかではなくなり，いきおい会社自立化

の説明も，「資本の二重化」を以て「資本におけ

る個人（所有）性の止場」としたり，「資本の物

化」によって資本（家）が非人格化するという

ふうに，恣意に流れる虞がある。さらに物化が

商品流通に起因するものとして資本主義にビル

ト・インされたメカニズムであるという理解に

立てば，柴垣のようにこれを単なる階級隠蔽作

用，意識内での顛倒に限定するわけにもゆかな

くなる。

第2に，所有は物化によって規定されている。

財も一定の社会関係の中で生産，分配，消費

されることは言うまでもない。したがって，所

有，すなわち「物の排他的支配」が表象として

も現実的機能としても妥当するのは社会関係が

特殊な仕方で編成され，生産関係も個人の排他

的支配行為の集積の結果であるかのように映り，

またそのように処理されるという顛倒が生じて

20) この点も，正確には，柴垣[1 Jの言うように，
商業資本における利潤の「企業者利得と利子への分

割」が産業資本に移入されることにより，初めて「そ

れ自身に利子を生むものとしての資本」という観念

も成立するのであり，現実には株式会社の普及によ

る。
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いるからに他ならない。それは，財の処分可能

性が背後の社会関係から切り離され，別のもの

に具現するからである。つまり，財が商品とし

て市場に供され，その直接交換可能性が貨幣に

独占されるようになること，言い換えると「貨

幣の物神性」の成立によってである。分配，消

費は一定の社会関係の中で果たされるにもかか

わらず，商品交換の物化作用により，それらの

社会関係が捨象されて，貨幣で購買した商品に

対しては排他的に，言い換えると社会とは無関

係に支配しうるものとして現れ，個別事象とし

ては現実にそのように処理されるのである。

生産過程についても同様である。否，こちら

が本体である。根本的には，労働力商品化によ

って生産関係が商品交換で媒介されているから

こそ，あらゆる生産物が商品となる。

さらに，資本所有は，価値増殖の運動体たる

資本が単なる機械や工場設備，貨幣のような単

なる財の支配であるかのように現れているとい

うことだから，これも「資本の商品化」，「資本

の物化」を侯って初めて現実的となる。

このような社会的文脈の中では，所有してい

るというただそれだけのことで，対象を排他的

に支配しうるかのように受け止められるように

なる21)。つまり，所有とは，本来，相関的かつ重

層的なもの支配が商品交換の物化作用により，

支配に先行する権原として，支配から分離・自

立化したものに他ならない22)。この「所有」とそ

れに基づく「支配」という 2段構えの構図にこ

21) 「近代社会においては，所有権は，ただ所有権なる
がゆえに，ただそれだけの理由で，互いに尊重され

るのであり，所有者がそれを現実に占有しているか

どうかによってその尊重の程度に影響するところ

がない」（川島武宜， 65頁）。

22) 川島は，近代以前の支配形式，例えばゲヴェーレ
がものの現実的支配から分離しえなかったのに対

して，私的所有権は権原化しているという点にその

特質を求めた（拙稿[2 J第3節参照）。「近代法に

そ資本主義における支配の特質が存するのであ

る。

これにより，「所有に基づく支配」を無批判的

に前提して，自然人であれ法人であれ所有者探

しに埋没したり，逆に所有を支配の単なる表象

としてしか認識せず，問題を支配（権力）一般

に還元することから免れることができる。

第3に，人格も物化によって規定されている。

財（資本であれ，労働力であれ）を排他的に

支配しうる人格とは自然人そのものではない。

すでに社会的な規定を帯びている。生産関係が

商品交換によって媒介されている以上，諸人格

も当然，物化の産物である。

例えば，賃金労働者も，労働力商品の所有者

という規定を欠くならば，単なる労働者ないし

被支配者と区別できないように，資本家も，単

なる支配者と区別するためには，資本の所有者

という規定が不可欠なのであり，その資本所有

を可能ならしめるのは，上述の如く「資本の物

化」であった。「資本の物化」によって，価値増

殖の運動体たる資本があたかも単なる貨幣であ

るかの如く現象し，また日常的にそのように処

理されるようになっているからこそ，貨幣資本

の所有者が生産過程を排他的に支配するものと

され，したがってその生産物とその内に含まれ

る剰余価値の取得者とされるのである。

これは，富森が物化から直ちに資本家の「非

人格化」を導き出しているのとは対照をなす。

あるいは「自己労働に基づく所有」論が想定す

おいては所有権は，その主体者の現実的支配の有無

に関係のない・客体の観念的な帰属，すなわち物に

対する支配可能性という観念的関係であり，支配の

理由づけ，権原title,Titel自体にほかならない。言
いかえれば，所有者は，所有者であるために現実的

に所有物を支配している必要はなく，他人がこれを

占有しようとも常に何のかわりもなく所有者なの

である」（川島， 94頁）。
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るような社会に先行する人格とも異なる。「資本

の物化」によって資本が非人格化するのではな

く，資本家人格が措定されるのである。また「資

本の物化」は，柴垣の言うような資本家の隠蔽

ではない。生産過程を背後にもつ資本も「資本

の物化」の結果，「それ自身に利子を生むものと

しての資本」として現れることに照応して，資

本家も単に資本所有によって利潤（利子）を得

るものとしてしか現れないのである23)0 

(2) 「所有に基づく支配」の構造 実体と形

態の論理

所有と人格が上にみたような関連にあるとす

れば，通常いわれるところの「所有に基づく支

配」の存立基盤も明らかになる。

本来，生産過程における支配関係は決して一

方的ないし一元的なものではない。ところが，

労働力商品化によって生産関係が商品交換に媒

介され，商品所有者の合意（労務契約）に基づ

く関係として現れるならば，一般の商品と同様

に，生産手段および労働力商品の購入者がそれ

らを所有しているが故に，生産過程を排他的に

支配しうるものとして処理される 24)。一定の社

会関係の中で生産過程が営まれるというのでは

なく，諸個人がその所有する商品（労働力商品

を含む）を売って貨幣を得，貨幣を手放して商

23) 「資本物化の本質隠蔽作用とは，第一義的には，階

級関係を所得階層間の関係に置き換えることにあ

る。あたかも資本家がいないかのような様相ができ

あがること（資本家の存在の抹消）ではなく，資本

家は単に所有する資本の投下によって利潤（利子）

を獲得していると観念されるようになること（資本

家概念の空洞化）なのである」＇（拙稿[ 5], 66頁）。
24) 「そもそも支配関係は，決して同等ではなく非対
称であるとはいえ，相関的かつ重層的なものであ

る。相関的かつ重層的支配関係を，ある権原に拠る

一方的かつ一元的支配関係と映し出すのがく所有〉

というシステムなのだ。．．．．社会関係が商品交換に

よって担われると，相関的かつ重層的支配関係は

く所有〉に物化され，＜所有〉が支配に先行するもの
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品を得るという， ミクロ的行動を通じて，その

結果として社会関係が形成されるかの如く現れ

る。このような構図の中では，商品所有者同士

の関係 資本の所有者と労働力商品所有者と

の関係 がそのまま生産関係に等置され，生

産過程における支配関係は所有関係の追究によ

って解明されるものと受け止められることにな

る。

したがって，会社支配が所有（持株）に基づ

くという問題構制は，社会的生産の実体が商品

経済的形態によって媒介される，という特殊な

社会編成のうえに成り立つものなのである。と

するならば，今日の，経営者支配現象，あるい

は法人資本主義現象の解明は，この実体の形態

による媒介のあり方の検討を通じて初めて果た

される，と言ってよい。

具体的な検討に移る前に，所有分析を通して

支配を云々する問題構制を成り立たしめている，

社会的実体の商品経済的形態による媒介の意味

内容を確認しておこう。

それは，大きく分けて， 2つある。

ひとつは，繰り返し述べたように，生産関係

が商品交換を介して取り結ばれていること，す

なわち，資本一賃労働関係および資本相互の関

係が商品交換による取引関係，競争関係を媒介

に成立していることである。

所有および人格を措定するのは商品交換の物

化作用であったから，生産関係が商品交換で媒

介されなくなると，資本主義社会以前のように，

支配は「所有」という媒介なしに，始めから相

として，支配の権原に祭り上げられる。するとこん

どはく所有〉があるからこそ支配しうる，あるいは

く所有者〉だけが支配関係の担い手たりうると観念

されるに至る。できあがった日常的観念からすれ

ば，まず所有が存在し，それを基に支配が遂行され

ると映るのである」（拙稿 [5],74頁）。
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対的かつ重層的なものとして現れるし，したが

って支配を論ずるのに所有者探しから始める必

要もなくなる。

もうひとつは，商品交換に媒介される社会関

係と生産関係とがほぼ重なり合っている，とい

うことである。

社会関係のうち商品交換で媒介される部分が

基本的生産関係に収まっているからこそ，前者

すなわち所有関係が後者すなわち支配関係に還

元されうるのである。

したがって，会社支配を所有に求める問題構

制も，この 2つの意味での形態による実体媒介

が維持される限り，その実体媒介の程度に応じ

て，説得力を有する，と言えるであろう。

(3) 「形態と実体のズレ」

「所有に基づく支配」が以上のような形態と

実体の関連のうえに成り立っているとすれば，

「所有と経営の分離」ないし「資本家のいない

資本主義」と呼ばれる事態は，商品経済的形態

による社会的実体の媒介が十全に機能しなくな

ったということの現れである，と言える。端的

に言えば，「形態と実体のズレ」である。ではこ

のズレが生じた要因はどこにあるのか。実はこ

の点は具体的にみてゆくしかない。ズレ自体は

商品経済に内在的な論理で発生したわけではな

いからである。したがって，ズレの具体的な考

察は次節に廻し，ここでは「形態と実体のズレ」

の意味を検討することにしたい。

ここに言う「形態と実体のズレ」とは，上に

示した，形態による実体の媒介に対応して， 2 

つの側面を有する。

ひとつは，生産関係が商品交換で媒介される

ことの困難，いわば形態が実体を包摂すること

の困難であり，もうひとつは，商品交換が媒介

する領域が生産関係を超えることである。

まず第 1の，形態による実体の包摂に関して

は，大枠としては変化がない，と言ってよいで

あろう。生産関係が商品交換に媒介されないか

ぎり，支配から所有が分化しないのであるから，

所有と支配が一致することも分離することもあ

りえない。巨大株式会社において経営者支配な

いし「所有と経営の分離」が喧伝されるという

ことは，経済の中枢において依然として生産関

係が商品交換で媒介されていること，労働力商

品化が存続していることの証左である。

しかしながら，一歩踏み込んでみると，微妙

な変化が認められるであろう。大枠としては，

生産関係が商品交換で媒介されていると言って

も，例えば，労働が高度化，複雑化している状

況の中で，労働力商品化が十全に行なわれるだ

ろうか。あるいは，諸資本間の取引関係は市場

における無差別なスポット取引に止まっている

だろうか。これらの点に変化があるとすれば，

それが所有と支配にどのような影響を与えてい

るかも考察されなければならない。

第2の，商品交換に媒介される社会関係の拡

大については，差し当り次の 2点を注意したい。

まず社会関係の「商品経済による過剰分解」

が問題となる。

資本主義社会では，生産関係自体は商品交換

で取り結ばれているにしても，その背後には共

同体的論理で営まれている領域（家族，友人関

係，地域共同体など）が横たわっていて，労働

カの再生産自体は後者において果たされていた。

資本主義的生産関係は，商品による商品の生産

という形をとりながらも，他方では非商品経済

的領域にも足場をおいているわけである 25)。こ

25) 例えば，山口重克13-4頁。
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うした領域の社会関係まで商品交換で媒介され

るようになると，労働力商品の再生産はむしろ

危うくなる。それが社会的生活からの離脱（ア

ブセンティズム）となって現れ，労働規律の弛

緩にも結びつくわけである 26)0 

さらに商品交換に媒介される社会関係が拡大

すれば，必ずしも生産関係に還元できない所有

者人格が発生する。

しかし，そうなると，所有関係を生産関係に

還元すること，所有者（株主）を探してそれを

会社支配者に等置することは困難になる。

三 法人資本主義における形態と実体

前節では，「資本の物化」を商品経済の論理に

即して捉え直し，資本所有も資本家人格も「資

本の物化」に規定されていることを確認した。

また，「所有に基づく支配」が商品経済的形態に

よる社会的実体の媒介に規定されている以上，

「所有と経営の分離」と呼ばれる事態もこの両

者の媒介関係の変化を反映したものとして位置

づけるべきである，と主張した。以下では，法

人資本主義の中にこの媒介関係の変化を読み込

んでみたい。

(1) 形態による実体の包摂

形態による実体の包摂とは，端的に言えば，

生産関係がどこまで市場の論理にのるか，とい

うことである。

労働力の商品化に関しては，今日のように労

働が高度化ないし複雑化した段階では，それを

労働力商品の支出，すなわち社会的平均的労働

能力の支出と捉えることができるか否か，が問

26) 例えば，馬場宏二[1] 31-2頁。
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題になる。

労働力の商品化が十分に果たされないという

ことは，少なくとも次の 2つの問題を含む。

第1に，所有，すなわち排他的支配は対象が

商品化されていることを要件とするので，労働

カの商品化が十全に行なわれないと，労働力商

品の購入者，資本家による管理も困難になる。

労働過程を細かく分けて標準化し，機械の速

度に合わせて各工程を管理すること，流行の言

葉に倣えば，テーラー主義によるフォーディズ

ム的労働編成27)の維持が困難になる。複雑化し

た労働をこなすには労働者を単能工に押し込め

るわけにはゆかなくなり，熟練化と労働管理へ

のある程度の参加を認めざるをえなくなる。

したがって，テーラー主義のもうひとつの側

面，「構想と実行の分離」も維持することが難し

くなる28)。もともと管理労働の場合には，労働力

商品の売り手という性格と買い手に代わってそ

の商品の消費（労働）を管理する者としての性

格が混在していたわけであるが，「構想と実行の

分離」のままでは生産性上昇が望めないことに

なると，一層その両義的性格を強めることにな

る29)。会社主義の特質として指摘される「経営者

の現場主義」30)はその現れであろう。

第2に，労働力商品化が十全に果たされない

27) 「20世紀はじめのアメリカでは，F.W.テーラーが
＜労働者の怠惰〉とたたかうためかれらから熟練と

自律性を奪い，これを資本の側に吸収することに成

功した。しばしば構想（精神労働）と実行（肉体労

働）の分離とよばれるこの独自な労働編成方式は，

工場のうちに労働のヒエラルキーをつくり，労働を

単純諸作業へと分解し，出来高賃金を適用して労働

の強化を実現し，こうして全体としての生産ノルム

を高め生産性を上昇させた。．．．．テーラー主義プラ

ス機械化の労働編成は伝統的にくフォード・システ

ム〉と名づけられている」（山田鋭夫[1], 81 
頁）。

28) 山田は，テーラー主義的労働編成もやがて生産性
上昇を鈍化させる要因に転化した，という（同116-
7頁）。

-144-



法人資本主義における形態と実体

ということは，市場に供される社会的平均的な

労働力商品を購入しても，そのままでは所期の

成果が上がらないということでもある。

労働力商品を購入した後に，企業内での教

育・訓練が必要になる。例えば， OJT(on the 

job training)などである。

諸資本相互の関係，取引関係に関しても，今

日これを通常の市場取引に限定することはでき

ないであろう。

要求される生産技術が細分化・特殊化してい

る以上，ある程度持続的な取引関係も必要にな

るわけである。市場機構を内部化した長期相対

取引31)がそうである。

こうして，生産関係の商品経済的形態による

包摂が十全に機能しなくなると，生産過程の管

理ないし支配を市場関係ないし所有に還元する

ことが困難になることは当然である。前にも述

29) 山田によれば，レギュラシオン学派はフォーディ
ズムの危機を労働編成（テーラー主義）の危機と労

使妥協（生産性分配）の危機との複合と理解し，ォ

ルタナティブな動きとして，前者を温存しながら競

争賃金を導入したネオ・フォーディズム（米・

英），後者を維持しつつ脱テーラー主義化を図るボ

ルボイズム（独・北欧），両者の中間としてのトヨテ

イズム（日本）の 3つの路線を認めている（山田

[ 2]'第6章）。ここにいう脱テーラー主義とは，
「労働者の判断力の重視，多能的な熟練労働，労働

者による機械の支配，労働者の参加意識と責任ある

自律を原理として労働を再編する方向」（同140-1
頁）と規定されている。

30) 東京大学社会科学研究所「現代日本社会」運営委
員会は，「会社主義」の構造として，経営者支配，企

業内の高い流動性（またエ職身分格差の撤廃），経営

者の現場主義の 3点を挙げている（『現代日本社会』

第1巻， 13頁）。
31) 橋本寿朗は，日本の企業系列にこの点を見出し
た。「＜グループ（企業）間の取引については優先す

るが市場価格で取引する〉。ここに，長期相対取引の

原則が示されている。．．．．市場価格で取引が行なわ

れていることに注目したい。売り手企業は需要を確

保したうえで，市場価格ないしそれを下回る価格で

の供給を実現するための生産コストの引き下げ，っ

まり合理化が課されているといえよう。要するに，

長期相対取引の合理化メカニズムが系列内に制度

化されているのである」（橋本 [l],172頁）。

べたように，もともと相関的かつ重層的な支配

を，所有に基づく一方的かつ一元的な支配とし

て映し出していたのが所有というシステムであ

り，実体の形態による媒介であった。今日，こ

の形態による実体包摂が十全に機能しなくなる

と，大枠としては，依然として所有（持株）に

よる規制を免れないにしても，それだけでは支

配が貫徹しないということが露になるのである。

(2) 形態自律の論理

形態の自律的発展とは，商品交換の媒介する

社会領域が生産関係を超えて進む，ということ

であった。それが問題となるのは，ひとつには

社会関係の商品経済による過剰分解であり，他

は必ずしも生産関係に還元できない所有者人格

の発生であった。

ここでは後者に的を絞ると，商品交換に媒介

される社会関係が生産関係と重なる場合には，

所有関係を生産過程における支配関係に還元す

ることは容易であったが，商品交換による媒介

が生産関係を超えて進むと，所有関係を生産関

係に還元することは困難になる。

商品交換に媒介される限り，社会関係は商

品一貨幣関係に物化され，商品所有者同士の関

係として現れる。また，「資本の物化」により，

価値増殖の運動体たる資本も，背後の生産過程

を捨象されて，単にその所有によって利子を生

み出すものとなっている以上，貨幣の投入によ

って利子を得る活動は，その資金の源泉が何で

あれ，資本の活動として，したがって貨幣の投

入者は資本家として措定されてゆく。

具体的には，産業資本家のみならず社会各層

の雑多な遊休資金の存在を不可欠の前提とする

株式会社制度の普及および現代資本主義におけ

る大衆の「富裕化」が，経営に参加する意思お
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よび能力を有さない新旧中間階級や労働者を，

その出資行為が資本一利子という三位一体的定

式パラダイムにのっている限りでは，「資本家」

として措定してゆく。このような諸人格が生産

関係に還元できないことはいうまでもない。

われわれは既にその点を踏まえ，「会社それ自

体」とは，このような貨幣資本家躾生の反映で

あることを確認した32)。

(3) 会社自立化

以上，まとめると次の如くである。

形態の実体包摂，形態と実体との整合という

両面において，商品経済的形態による社会的実

体の媒介に変化が生じると，所有も資本家人格

も，「資本の物化」によって措定されている以

上，変容を迫られることになる。

形態による実体包摂の弱化は，生産関係に商

品交換では媒介しきれない側面が出てきたとい

うことであり，それを補うために，労働管理や

会社間取引において持続的な，言い換えると会

社中心的な特質が生じる。

また，商品経済の媒介する領域が生産関係を

超えて広がると，諸々の社会関係を商品所有者

同士の関係に置き換えてゆく。それらも資本一

利子のパラダイムにのる限りでは，貨幣資本家

として措定されるが， もはや生産関係には還元

されえない。

こうして，形態の実体包摂の変化が主に所有

と支配の関連を弱める要因を醸成し，形態の自

32) 拙稿[4],[5]参照。「要するに，いわゆる法人
資本主義とは，商品経済による社会関係の過剰分解

によって，＜人格〉が資本主義的生産関係を超えて広

がった結果，本質的な生産関係に還元されえない多

様な諸く人格〉（出資者，経営者，雇用者，債権者）

の参加する会社の方が相対的に自立化した，という

ことなのだ」（拙稿[4 ] , 131頁）。
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律的発展が所有者人格の族生を通じて会社に対

する所有（持株）の規制力を拡散させていく。

商品経済的形態による社会的生産の実体包摂

こそ，「所有に基づく支配」，あるいは所有（持

株）関係によって会社支配を論ずるという問題

構制を成り立たしめる社会編成であると同時に，

他面でそのゆらぎは所有の支配への還元を困難

にし，相対的に会社の自立化を推し進めている

のである。

むすびに代えて

株式所有の分散化や経営管理技術の高度化な

どの現象や，「資本の二重化」という株式会社に

本来備わる特質から，直馘に会社自立化を説く

ことができないのは言うまでもない。「資本の物

化」をその重要な契機として唱える所以である。

ところが，「資本の物化」から直ちに「会社それ

自体」の成立を導き出すことも困難であった。

「資本の物化」は，「資本の非人格化」ではな

く，むしろ資本家人格を措定しているからだ。

そこで，われわれは「資本の物化」を規定し

ている社会的基盤としての，商品経済による生

産関係の媒介自体の変容，いわゆる「実体と形

態とのズレ」によって，「所有に基づく支配」，

あるいは資本家人格に変化が生じること，会社

の自立化もこのような所有と人格の変容の反映

であることを説いた。

このような「実体と形態とのズレ」という視

角は，商品経済的関係が社会に広く浸透してい

るにもかかわらず，それが担う社会関係はもは

や基本的生産関係に還元されえない，言い換え

れば，社会全体に市場の規律が及びながら，必

ずしもそれ自体では社会的均衡には復帰しえな

いということを見据えたものであり，その射程
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法人資本主義における形態と実体

は法人資本主義に止まらない。その可能性も併

せて追究してみたい。

（本稿は，拙稿[5 ]とともに， 1992年度文部省科

学研究補助金く奨励研究(A)〉に基づく研究成果の

一部である。）
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